
　
ふ
る
さ
と
納
税
を
し
た
場
合
、

所
得
税
と
個
人
住
民
税
か
ら
寄
附

金
控
除
を
受
け
る
に
は
確
定
申
告

が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
確
定
申

告
が
不
要
な
給
与
所
得
者
な
ど
に

対
し
、
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
に

手
続
き
が
簡
素
化
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
が
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト

ッ
プ
特
例
制
度
（
特
例
制
度
）
で

す
。

　
ふ
る
さ
と
納
税
を
す
る
際
に
寄

附
先
の
団
体
に
特
例
制
度
の
申
請

を
す
る
こ
と
で
、
確
定
申
告
を
し

な
く
て
も
寄
附
金
控
除
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

特
例
制
度
が
利
用
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す

　
次
の
項
目
に
一
つ
で
も
該
当
す

る
人
は
、
特
例
制
度
を
利
用
で
き

ま
せ
ん
。

□
年
収
２
０
０
０
万
円
以
上
の
給

与
所
得
者

□
特
例
制
度
の
申
請
を
６
団
体
以

上
に
し
た
人

□
医
療
費
控
除
な
ど
を
受
け
る
た

め
に
確
定
申
告
又
は
個
人
住
民
税

の
申
告
を
す
る
人

□
特
例
制
度
の
申
請
を
し
た
後
に

住
所
変
更
が
あ
り
、
寄
附
先
団
体

に
住
所
変
更
の
届
出
書
の
提
出
を

し
て
い
な
い
人

特
例
制
度
が
利
用
で
き
な

い
場
合
は

　
特
例
制
度
を
利
用
で
き
な
い
人

が
、
寄
附
金
控
除
を
受
け
る
た
め

に
は
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
寄
附
金
の
受
領
証
及
び
、
平
成

28
年
中
の
収
入
の
分
か
る
書
類

（
源
泉
徴
収
票
な
ど
）
を
持
参
し

て
税
務
署
で
確
定
申
告
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

　
確
定
申
告
に
つ
い
て
の
問
い
合

わ
せ
は
、
桐
生
税
務
署
（
自
動
音

声
案
内
、
☎
22
３
１
２
１
）
へ
。

　
特
例
制
度
に
つ
い
て
の
問
い
合

わ
せ
は
、
税
務
課
市
民
税
係
（
☎

内
線
２
２
８
）
へ
。

ふ
る
さ
と
納
税

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度

　平成29年１月１日現在で、工場や商
店などの事業に使用することができる
機械、装置、工具などの償却資産は、
平成29年度分の固定資産税の対象と
なります。
　償却資産を所有する事業者には、
12月中旬に申告用紙を送付しますの
で、市役所１階の税務課又は新里支
所・黒保根支所市民生活課へ申告して
ください。
　また、インターネットを利用して地
方税の手続きができる「エルタック
ス」でも申告できます。
　問い合わせは、税務課家屋係（☎内
線232・233）へ。

償却資産の申告は
１月31日（火）までに

　
平
成
28
年
中
に
納
付
し
た
国

民
年
金
保
険
料
の
社
会
保
険
料

控
除
を
受
け
る
た
め
の
年
末
調

整
や
確
定
申
告
を
行
う
と
き
に

は
、
日
本
年
金
機
構
が
国
民
年

金
保
険
料
の
納
付
額
を
証
明
す

る
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金

保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
が
必

要
で
す
。

　
11
月
上
旬
に
郵
送
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
各
書
類
に
添
付
し

て
く
だ
さ
い
。
紛
失
し
て
し
ま

っ
た
場
合
な
ど
は
、
桐
生
年
金

事
務
所
で
再
発
行
が
で
き
ま

す
。

　
な
お
、
10
月
１
日
か
ら
12
月

31
日
ま
で
に
、
今
年
は
じ
め
て

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
た
人

へ
は
、
平
成
29
年
の
２
月
上
旬

に
送
付
し
ま
す
。
　
　
　

　
問
い
合
わ
せ
は
、
桐
生
年
金

事
務
所
（
☎
44
２
３
１
１
）

へ
。

確
定
申
告
を
し
な
く
て
も

寄
附
金
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

社会保険料（国民
年金保険料）控除
証明書の再発行は
年金事務所へ

　
健
康
の
保
持
増
進
及
び
疾
病
予

防
の
一
定
の
取
り
組
み
を
行
っ
て

い
る
人
が
、そ
の
年
中
に
支
払
っ
た

特
定一般
用
医
薬
品
等
購
入
費
の

金
額（
保
険
金
、損
害
賠
償
金
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
よ

り
補
填
さ
れ
る
部
分
の
金
額
を
除

く
。）の
合
計
額
が
１
万
２
０
０
０

円
を
超
え
る
場
合
、超
え
る
部
分

の
金
額
を
８
万
８
０
０
０
円
を
限

度
に
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
医
療
費
控
除
の
特
例

を
適
用
す
る
場
合
は
、
従
来
の
医

療
費
控
除
の
適
用
は
で
き
ま
せ

ん
。

　
特
例
期
間
は
平
成
29
年
１
月
１

日
か
ら
平
成
33
年
12
月
31
日
ま
で

で
、
平
成
29
年
中
に
支
払
っ
た
特

定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
か
ら

控
除
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費

と
は
厚
生
労
働
大
臣
が
財
務
大
臣

と
協
議
し
て
定
め
る
医
薬
品
な
ど

の
購
入
費
を
指
し
、
予
防
へ
の
取

り
組
み
と
は
本
人
が
行
う
次
の
取

り
組
み
を
指
し
ま
す
。

・
特
定
健
康
診
査
、
予
防
接
種
、

定
期
健
康
診
断
、
健
康
診
査
、
が

ん
検
診

　
問
い
合
わ
せ
は
、
桐
生
税
務
署

（
☎
22
３
１
２
１
）又
は
税
務
課

市
民
税
係（
☎
内
線
２
２
６
）へ
。

医
療
費
控
除
の
特
例
が

創
設
さ
れ
ま
す
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市税の滞納整理を
実施中です

　
市
で
は
、
市
税
を
滞
納
さ
れ

て
い
る
人
へ
の
電
話
や
訪
問
に

よ
る
納
税
催
告
を
強
化
し
て
い

ま
す
。 

　
市
の
健
全
な
財
政
運
営
を
進

め
る
上
で
、
市
税
は
大
切
な
自

主
財
源
で
す
。

　
納
期
限
ま
で
の
納
付
に
御
協

力
く
だ
さ
い
。

市
税
を
滞
納
す
る
と

　
市
税
を
納
期
限
ま
で
に
納
め

な
い
と
、
延
滞
金
も
含
め
て
納

め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
ま
た
、
督
促
状
や
催
告
書
、

電
話
な
ど
に
よ
る
催
告
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
納
付
さ
れ
な
い
場

合
に
は
、
給
与
や
預
貯
金
の
差

押
え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
受
け

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
納
期
限
ま
で
に
市
税
を
納
付

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

は
、
市
役
所
１
階
の
納
税
課
へ

御
相
談
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
を

利
用
し
ま
し
ょ
う

　
口
座
振
替
の
申
し
込
み
を
す

れ
ば
納
期
ご
と
の
納
め
忘
れ
も

な
く
便
利
で
確
実
で
す
。

　
ま
た
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
や
パ
ソ
コ
ン
、
携
帯
電
話

を
使
っ
て
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

バ
ン
キ
ン
グ
、
ペ
イ
ジ
ー
対
応

の
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
も
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

納
税
相
談
・
受
け
付
け

時
間
＝
午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時
15
分
（
土
、
日
、
祝
日
、

年
末
年
始
を
除
く
）

場
所
＝
納
税
課
（
市
役
所
１

階
）
※
納
税
に
つ
い
て
は
、
午

後
５
時
15
分
か
ら
午
後
６
時
30

分
ま
で
税
証
明
交
付
コ
ー
ナ
ー

（
市
役
所
１
階
）
で
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
納
税
課
納

税
係
（
☎
内
線
２
３
９
）
へ
。

納期限までの納付に御協力を

　
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
）
の
導
入
に
伴

い
、
確
定
申
告
な
ど
税
の
手
続
き

を
行
う
際
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
と
、
本
人
確
認
書
類
の
提

示
又
は
写
し
の
添
付
が
必
要
で

す
。

本
人
確
認
書
類

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人

番
号
カ
ー
ド
）
を
お
持
ち
の
場
合

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
だ
け
で

本
人
確
認
（
番
号
確
認
と
身
元
確

認
）
が
で
き
ま
す
。

　
自
宅
な
ど
か
ら
「e

イ
ー
タ
ッ
ク
ス

‐T
ax

」

で
送
信
す
れ
ば
本
人
確
認
書
類
の

提
示
又
は
写
し
の
提
出
が
不
要
で

す
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持

ち
で
な
い
場
合

　
本
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認

で
き
る
番
号
確
認
書
類
と
、
記
載

し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
持
ち
主
で

あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
身
元
確

認
書
類
が
必
要
で
す
。

番
号
確
認
書
類

　・
通
知
カ
ー
ド
、
住
民
票
の
写
し

又
は
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
あ
る

も
の
に
限
る
）
な
ど
の
う
ち
い
ず

れ
か
１
点
。

身
元
確
認
書
類

・
運
転
免
許
証
、
公
的
医
療
保
険

の
被
保
険
者
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

身
体
障
害
者
手
帳
、
在
留
カ
ー
ド

な
ど
の
う
ち
い
ず
れ
か
１
点
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
税
務
課
市
民

税
係
（
☎
内
線
２
２
８
）
又
は
桐

生
税
務
署
（
自
動
音
声
案
内
、
☎

22
３
１
２
１
）
へ
。

税
の
申
告
書
や
申
請
書
な
ど
に
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
必
要
で
す

番号確認書類

・通知カード

・住民票の写し

・住民票記載事項証明書　など

番号確認ができるもの１点

身元確認書類

・運転免許証

・公的医療保険の被保険者証

・パスポート　など

身元確認ができるもの１点

マイナンバーカードを
持っていない場合

マイナンバーカードを
持っている場合

　マイナンバーを確認するための「番号確認
書類」１点とそのマイナンバーの持ち主かど
うか確認するための「身元確認書類」１点が
必要になります。

　マイナンバーカードだけで、マイナンバー
の確認（番号確認）と持ち主かどうかの確認
（身元確認）が可能です。

本人確認に必要な書類

9 桐生市役所　　☎0277 ‐ 46 ‐ 1111


